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平成２５年（ ワ） 第１９９２号

平成２６年（ ワ） 第４２２号

平成２７年（ ワ） 第５１７号

福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求事件

原 告 橋本洋一、鹿山真里 外９０名

被 告 国、東京電力ホールディングス株式会社

準 備 書 面 ２５

（ いわゆる「 段階的安全規制論」 に関する求釈明）

平成２８年５月３１日

神戸地方裁判所第２民事部合議係 御中

原告ら訴訟代理人弁護士 古 殿 宣 敬

同 辰 巳 裕 規

同 宮 地 重 充

第１．被告国の主張

被告国は、同第７準備書面（ 平成２８年２月１０日付） において、炉規法及

び電気事業法による安全規制は，原子炉の設計から運転に至るまでの過程を段

階的に区分し，それぞれの段階に応じて，各規制を設けており，原子炉の設置

許可に係る安全審査は，基本設計及び基本的設計方針の妥当性を審査，判断す

るものであり，その妥当性が認められた場合は，その後の安全規制の段階では，

基本設計及び基本設計方針が妥当であることを前提に，これを土台として策定
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された詳細設計の妥当性や安全性が審査されるという仕組みとなっているとす

る（ 同２頁から３頁）。

そして，電気事業法３９条の技術基準は，基本設計ないし基本設計方針の妥

当性が原子炉設置許可の段階で確認されていることを前提に，これを踏まえた

詳細設計に基づき，使用に供される事業用電気工作物の具体の部材，設備等の

技術基準として省令６２号により定められているものであり（ 同５頁から６頁），

電気事業法４０条の適合命令も当該技術基準の不適合を是正するものとしての

み規定されている（ 同６頁から７頁） から，平成２４年炉規法改正前において

は，基本設計ないし基本的設計方針の安全性に関わる事項について新たに技術

基準を設け，これへの適合を求めて技術基準適合命令を発令することはできな

かったとする（ 同７頁から１０頁）。

その上で，原告の主張する防潮堤の設置，建屋の水密化，蓄電池の複数設置，

高所設置等の対策はいずれも基本設計ないし基本的設計方針に関わる事項であ

り，これらの事項について技術基準適合命令を発令することにより是正する権

限を有していなかったと主張する。

第２．求釈明

上記被告国の主張には，法の解釈等に明らかな誤りがあり，追って反論する

予定であるが，そもそも，炉規法及び電気事業法においては、平成２４年改正

の前後を問わず、「 基本設計」「 基本的設計方針」「 詳細設計」 などという文言は

見当たらない。そこで，「 基本設計」「 基本的設計方針」 及び「 詳細設計」 につ

いて、原告らにおける反論の準備ために以下の各事項について釈明を求める。

① 「 基本設計」「 基本的設計方針」 及び「 詳細設計」 の各文言のそれぞれの

定義を明らかにされたい。

② ①のとおりに定義される根拠を示されたい。法律上の根拠があれば、法律
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上の根拠も併せて示されたい。

③ 「 基本設計」「 基本的設計方針」 及び「 詳細設計」 に含まれる事項の外延

を区別する基準、及びそのような区別基準を用いる根拠を示されたい。法律

上の根拠があれば、法律上の根拠も併せて示されたい。

④ 上記③のような「 基本設計」、「 基本的設計方針」 及び「 詳細設計」 の区別

基準を用いた場合、津波等の対策において，どのような事項が「 基本設計」

「 基本的設計方針」 及び「 詳細設計」 に各該当するのかについて、具体例を

示して指摘されたい。

⑤ 「 基本設計」「 基本的設計方針」 及び「 詳細設計」 の妥当性や安全性の審

査をなすにあたって、それぞれ参照されるべき技術基準・ 審査指針などの判

断基準を具体的に指摘されたい。

⑥ 「 基本設計」「 基本的設計方針」 及び「 詳細設計」 の定義，それらを区別

する基準につき法律上の根拠がないとされる場合、何故，法律上の根拠のな

い概念によって、電気事業法において認められている国の規制権限に限定が

加えられていると主張されるのかを明らかにされたい。

以 上


